
大和市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

令和４年１１月３０日 

                     大和市長  大 木  哲   

 

大和市規則第３５号 

大和市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

大和市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和４０年大和市規則第８号）の一

部を次のように改正する。 

別表第７昇格時号給対応表１ 行政職給料表(1)昇格時号給対応表６６の項中「１９」を「１８」

に改め、同表６７の項中「２０」を「１９」に改め、同表７５の項中「２６」を「２５」に改め、

同表８１の項中「３０」を「２９」に改め、同表８４の項中「３２」を「３１」に改め、同表８６

の項中「３３」を「３２」に改め、同表８７の項中「３４」を「３３」に改め、同表８９の項中

「３５」を「３４」に改め、同表２ 行政職給料表(2)昇格時号給対応表６２の項から７３の項まで

昇格後の号給、２級の欄を次のように改める。 
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別表第７昇格時号給対応表５ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表５０の項から６９の項まで昇

格後の号給、２級の欄を次のように改める。 
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附 則 

この規則は、令和４年１２月１日から施行する。 

 


